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投資信託実務検討ワーキング（仮称） 

 

 
 
 

〇 「投資信託実務検討ワーキング」（仮称）は、（株）証券保管振替機構が運営する投信小委員会の

構成委員・オブザーバー会社のうち各業態の実務者が、投資信託全般にわたる実務的な課題につい

て自主的に整理・検討を行い、投資信託の円滑な実務運用を目指す会合です。 
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Ⅰ. はじめに 

 2007 年（平成 19 年）1月稼動予定の投資信託振替制度と時期を同じくして、設定・解約・
償還等に関する資金決済については、販売会社と受託銀行（委託会社からの指図に基づい

て資金決済事務を行う信託銀行）との間で行うこととなる。従来は販売会社と委託会社と

の間で資金決済が行われていたため、販売会社側からの送金事務にて遅延若しくは金額相

違等のミスが生じた場合においては、実態として委託会社が内部処理により対応していた。 

 この資金決済フローの変更は、投資信託の設定・解約・償還等の資金決済事務処理におい
て、現状以上に制度参加者に対する正確性・堅牢性を高める努力を求めることとなる。 

 上記を踏まえ、今般、投信小委員会の実務委員を中心に構成された投資信託実務検討ワー
キング（仮称）において、投資信託の資金決済に関する実務上の留意点を取り纏めた。 
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Ⅱ. 実務上の留意点 

１．新規記録（設定）非 DVP 決済のケース 

 

1-① 指定販売会社は、決済日当日の資金払込を速やかに行ない、受託銀行宛ての全銀システ

ムでの送金の振込電文が遅くとも 13:00 迄に発信されるよう、資金払込の手続きを行なう。 

 

 現状の販売会社側での手続きを考慮すると、13：00 迄にはかなりの販売会社が振り込みの

事務処理を完了すると考えられることから、この最終時限を設けることにより、後続の処理

をより安定化できると考える。 

 ただし、あくまで最終時限であるため、それより早く事務処理ができる場合は、それを心

がけることが望ましい。処理を早期に行うことができる場合は、早期に処理を完了し、後続

の手続きの安定化を心がけることは大切であり、本編全体の各項目についても同様である。 

 

 

1-② 委託会社による入金確認は、遅くとも 14：30 を最終時限として設定用口座への着金確

認を行い、速やかに受託銀行宛てに設定連絡を行なう。また 14：30 迄に着金が確認できなか

ったものについて、速やかにトラブル対応を行なう 

 

 現状の委託会社側での着金の確認状況を分析すると、14：30 迄にはかなりの販売会社の着

金が確認されていることから、この最終時限が妥当であると考える。ただし、この最終時限

迄に着金していない場合は、全銀システムでの送金の取扱（受付）時限に間に合わない可能

性が出てくるため、以下のトラブル対応処理を行う。 

 

【トラブル対応】 

 

1-③ 14：30 迄に着金が確認できなかった販売会社については、委託会社より速やかに当該

販売会社に連絡を行い、事情を確認したうえで、払込の手続きを完了したかどうかを確認す

る。正常に手続きが完了していることが確認できた場合は、銀行内での送金手続き途上と考

えられることから、着金の確認ができるまで継続的に確認を行なう。 

 

 全銀システムでの送金については、送金指示をしてから着金する迄の時間は、仕向銀行や

被仕向銀行（受託銀行）側の資金払込や入金処理の手続きに係る事務手続きに要する時間等

によって異なる。そのため、販売会社が正常に手続きを完了していることが確認された場合

は、銀行内での資金払込や入金処理に係る手続きの途上等と考えられるため、再度送金して

もらう等の対応をすると二重入金の可能性もあることから、着金を待つことが適切と考える。 
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1-④ 上記 1-③の確認の結果、正常な払込手続きが行なわれていないことが判明した場合は、

販売会社は速やかに全銀システムでの送金の手続きを行なう。その場合、もし全銀システム

での送金の取扱（受付）時限に間に合わない可能性がある場合は、販売会社は日銀ネットに

よる振替等の代替手段を利用して、遅くとも 16：00 迄に送金を確実に行なう。委託会社は設

定用口座への着金確認を行い、速やかに受託銀行への連絡を行う。 

 

 そもそも払込手続きが漏れていた等で、全銀システムに送金指示がなされていないことが

判明した場合は、速やかに送金してもらうが、時間的に全銀システムでの送金の取扱（受付）

時限に間に合わない可能性もある。その場合は、17:00 迄送金ができる日銀ネットを使用す

る等、送金手段を変える必要もあることが想定される。販売会社は、このようなトラブル時

に即座に対応できるよう、予め日銀ネットによる振替等の代替手段の有無を確認しておくこ

とが重要である。 

 

 

２．新規記録（設定）DVP 決済のケース 

 

2-① 機構加入者（指定販売会社自身もしくは指定販売会社が利用する直接口座管理機関）

は、発行予定情報通知に対する照合通知（承認・新規記録）の入力を、申請日（決済日）当

日の遅くとも 15:00 迄に、機構に対して行う。 

 

 照合通知（承認・新規記録）は、資金決済に至る後続処理のトリガーとなる処理であり、

後続の指定販売会社が利用する日銀ネット資金決済会社による資金決済事務処理を安定化す

るために、最終時限（15：00）を設ける必要があると考える。 

 

2-② 指定販売会社が利用する日銀ネット資金決済会社は、資金決済情報通知（新規記録）

を受信後、日本銀行に対する払込依頼（振替社債等）を入力することにより、速やかに資金

決済を行い、遅くとも 16:00 迄に当日分を完了する。 

 

 資金決済完了後に行われる、機構における新規記録処理等の後続タスクが円滑に進められ

るための最終時限（16:00）を設ける。 

 DVP 決済の場合は委託会社による入金確認や受託会社による信託設定済通知の入力は不要

であり、指定販売会社が利用する日銀ネット資金決済会社による払込依頼電文の送信により

一連の事務処理は完了する。 

なお、日銀ネットの利用時限は 17：00（通常日）であるため、指定販売会社および日銀ネ

ット資金決済会社においては、上記の最終時限（16：00）内に払込依頼を完了できるよう事

務フローを構築することが重要である。 
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３．抹消（解約および償還）非 DVP 決済のケース 

 

3-① 委託会社から受託銀行への交付連絡は、前日より可能なものは随時速やかに行なうも

のとし、遅くとも決済日当日の 11:00 迄に行なうことを原則とする。 

 

 委託会社から受託銀行への交付連絡が発端であり後続の手続きのためにも早いほうが望ま

しい。基本的に解約および償還の場合は前日迄に計理処理が行なわれているデータなので、

早朝に発信することは可能と考える。 

 

3-② 上記 3-①の交付連絡に基づく、受託銀行から販売会社への全銀システムでの送金の振

込電文発信は、遅くとも 14:00 迄に行なう。 

 

 3-①を受けて受託会社から販売会社への払込処理も速やかに行なわれることが望ましいが、

払込処理が手作業となり、販売会社毎であるため処理のボリュームも多いことが想定される。

現行実務を分析した結果、安定的に行なえる時限は 14：00 と考える。 

 

3-③ 販売会社による入金確認は、遅くとも 14：30 を最終時限として着金確認を行ない、14：

30 迄に着金が確認できなかったものについて、速やかにトラブル対応を行なう。 

 

 14：30 迄に着金していない場合は、全銀システムでの送金の取扱時限に間に合わない可能

性が出てくるため、以下のトラブル対応処理を行う。 

 

【トラブル対応】 

 

3-④ 14：30 迄に着金が確認できなかった受託銀行については、販売会社より委託会社を経

由して速やかに当該受託銀行に連絡を行い、払込の手続きを何時に完了したかを確認する。

正常に手続きが完了していることが確認できた場合は、被仕向銀行内での入金処理の手続き

途上と考えられることから、販売会社は着金の確認ができるまで継続的に確認を行なう。 

 

 全銀システムを利用した送金については、送金指示をしてから着金する迄の時間は、仕向

銀行（受託銀行）や被仕向銀行側の資金払込や入金処理の手続きに係る事務手続きに要する

時間等によって異なる。そのため、仕向銀行である受託銀行が正常に手続きを完了している

ことが確認された場合は、被仕向銀行内での入金処理前の状態等と判断されるため販売会社

は着金を待つことが適切と考える。 
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3-⑤ 上記 3-④の確認の結果、受託銀行で、正常な払込手続きが行なわれておらず、全銀シ

ステムへの送金指示がされていないことが判明した場合は、受託銀行は速やかに全銀システ

ムへの送金を行なう。その場合、もし全銀システムを利用した送金の取扱時限に間に合わな

い可能性がある場合は、受託銀行は日銀ネットによる振替等の代替手段を利用して、遅くと

も 16：00 迄に送金を確実に行なう。 

 

 そもそも払込手続きが漏れていた等で、全銀システムに送金指示がなされていないことが

判明した場合は、速やかに送金してもらうが、時間的に全銀システムでの送金の取扱時限に

間に合わない可能性もある。その場合は、17:00 迄送金ができる日銀ネットを使用する等、

送金手段を変える必要もあることが想定される。受託銀行は、このようなトラブル時に即座

に対応できるよう、予め日銀ネットによる振替等を利用し円滑に販売会社に送金する代替手

段等を確認しておくことが重要である。 

 

 

４．抹消（解約）DVP 決済のケース 

 

4-① 機構加入者（指定販売会社自身もしくは指定販売会社が利用する直接口座管理機関）

は、抹消予定情報通知に対する照合通知（承認・解約）の入力を、申請日当日の遅くとも 15:00

迄に、機構に対して行う。 

 

 照合通知（承認・解約）は、資金決済に至る後続処理のトリガーとなる処理である。実際

の資金決済は決済日に行われるが、申請日当日における後続の受託銀行による資金決済事務

処理を安定化するために、最終時限（15：00）を設ける必要があると考える。 

 

4-② 受託銀行は、決済日当日の解約口記録情報・決済番号通知を受信後、払込依頼（振替

社債等）の入力を、12:00 迄に日本銀行に対して行う。 

 

 受託会社からの払込依頼電文の処理は速やかに行なわれることが望ましいが、電文処理が

手作業となり、販売会社毎であるため処理のボリュームも多いことが想定される。現行実務

を分析した結果、安定的に行なえる時限は 12：00 と考える。 

 

 DVP 決済の場合は指定販売会社（資金決済会社）による入金確認や機構加入者による資金

振替済通知（抹消申請）の入力は不要であり、受託銀行による払込依頼電文の送信により一

連の事務処理は完了する。 

以 上 




